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韮崎市立病院運営協議会

公立病院改革の流れと経営強化プラン（令和6年度決算）

令和8年2月24日

韮崎市立病院
事務局

第1回協議会資料①



公立病院改革の流れ

改革は今回が初めてではない

時代ごとに課題は変化してきた

その積み重ねの先に、現在の強化プランがある

医療環境の変化とともに

それぞれの時代で何が問われてきたのか

2007

公立病院 改革ガイド
ライン

2015

新公立病院
改革プラン

2020

新型コロナ ウイル
ス感染症

2022

公立病院 経営強化ガイド
ライン



公立病院改革の流れ ①

公立病院改革ガイドライン

当時の背景・課題（深刻な経営状況）

全国の公立病院経常損失額

2,006億円

自治体病院の経常収支比率平均

95.2%

公立病院数

957施設

医師不足数

全国で１万人以上不足

自治体病院の赤字拡大 医療崩壊が社会問題化

経営効率化・数値目標の明確化

「経営管理の時代」の始まり

改革のポイント

公立病院改革の流れと当院の現状

2007



公立病院改革の流れ ②

新公立病院改革プラン

当時の背景・環境変化

地域医療構想の策定 対象年度 2025年

病床機能の分化・連携 削減目標 127→119万床

人口減少社会への対応 高齢化率 26.7%

「地域の中での役割明確化」へ

再編・ネットワーク化の推進

改革のポイント

公立病院改革の流れと当院の現状

2015



公立病院改革の流れ ③

新型コロナウイルス感染症

コロナ禍の影響・変化

公立病院が感染症対応の中心

患者受診控えなどの行動変容

外来患者減少率：▲10%（前年比）

医療提供体制の重要性が再認識

コロナ後の経営悪化が顕在化

影響と課題の顕在化

公立病院改革の流れと当院の現状

2020



公立病院改革の流れ ④

公立病院経営強化ガイドライン

改革の背景データ

強化プラン策定対象

560施設

全国約

医師働き方改革(上限)

960時間/年

特例水準 1,860時間

ガイドラインの重点事項

持続可能な経営体制の確立

医師・看護師確保対策

病床再編・機能分化の加速

「地域医療を守るための経営強化」

単なる削減ではなく再構築

改革の方向性

公立病院改革の流れと当院の現状

2022



根拠指針

国の「公立病院経営強化
ガイドライン」に基づく計画

策定対象

全国すべての
公立病院に策定義務

計画期間

概ね5年間
（中長期的な視点）

これまでのイメージ

単なる赤字対策・コスト削減

強化プランの本質

地域医療を守るための再設計
持続可能な医療提供体制の確立へ

強化プランとは何か
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5つの主要構成要素

当院の役割の明確化
地域医療構想における立ち位置の再確認

病床機能の方向性
急性期・回復期など機能分化と連携

医師・看護師確保対策
働き方改革対応と人材定着

経営改善の数値目標
病床稼働率・経常収支比率等のKPI設定

収支改善計画
具体的な収支見通しの策定

PLAN 
CONCEPT

医療と経営の
両立が前提

質の高い医療を提供し続けるためには、
健全な経営基盤が不可欠です。

どちらか一方ではなく、両輪で進めます。

強化プランの主な構成



Page 7

持続可能な
経営体制

地域医療提供
体制の維持

自治体財政への
過度な依存からの脱却

KEY MESSAGE
これから目指す姿

持続可能性の確立

強化プランが目指すもの



医療の質と経営の両立を目指す

地域の中で担う
医療の明確化

医療提供体制の
維持

将来を見据えた
経営基盤の検討

有事に強い
病院づくり

老朽化・更新への
対応

収支改善と
持続可能性の確保

01 02 03

04 05 06

役割・機能の最適化と
連携の強化

医師・看護師等の確保と
働き方改革

経営形態の
見直し

新興感染症への
平時からの備え

施設・設備の
最適化

経営の
効率化等

当院強化プランの基本方針（6つの柱）



01 役割・機能の最適化と連携の強化

改善の方向性

当院が担うべき医療機能の明確化

急性期医療の質の維持・向上

地域医療構想との整合

かかりつけ医・介護施設との連携強化

紹介・逆紹介の促進

地域の中で「必要とされる役割」に集中する

02 医師・看護師等の確保と働き方改革

改善の方向性

医師・看護師の安定的確保

採用活動の強化（早期化・広域化）

働き方改革への対応

業務負担軽減とタスクシフト

離職防止・定着支援

人材確保が経営の土台

03 経営形態の見直し

改善の方向性

現行経営形態の検証

将来的な経営形態の選択肢整理

経営責任の明確化

機動的な運営体制の検討

※初回協議会では「方向性の整理」にとどめる

将来を見据えた経営基盤の強化

04 新興感染症に対する平時からの取組

改善の方向性

感染症対応体制の整備

病床確保計画の整理

防護資材・設備の備蓄

医療機関間の役割分担明確化

有事に機能を発揮できる体制づくり

05 施設・設備の最適化

改善の方向性

老朽化設備の計画的更新

医療機器の適正配置

過大投資の抑制

ランニングコストの見直し

将来負担を見据えた投資判断

06 経営の効率化等

改善の方向性

病床稼働率の向上・患者数の確保

診療報酬加算の適正取得

材料費・委託費の見直し

業務効率化の推進

収支改善と持続可能性の確立

改善の方向性



平成30年～令和６年推移

平成30年から令和元年は、
乖離幅が縮小傾向。

令和２年のコロナで乖離が広がり、
その後の物価高騰により、
乖離幅に縮小は見られなくなった。



総括メッセージ

本業である医業では4.15億円の赤字

医業外収益により赤字幅は圧縮

最終的な経常赤字は2.30億円

構造的赤字体質が継続

医業収益

23.84億円

医業費用

27.99億円

医業損益

▲4.15億円

医業外損益

＋1.85億円

経常損益

▲2.30億円

令和6年度 決算総括

補助金・繰入金等による補填構造

人件費・固定費構造が重い体質



強化プラン最終目標

経常収支比率

100％超

経営状態

黒字化

令和6年度 実績

経常収支比率

91.9％

経常損失

▲2.30億円
未達

構造改革の継続が不可欠

目標との乖離あり

強化プランとの整合



現在の医業収益

23.84億円

現在の医業費用

27.99億円

収益不足構造

2.30億円の増収で黒字

黒字化ライン到達には

26.14億円が必要

約10％の
収益改善が必要

医業費用構造

一律5％圧縮した場合

削減効果は

約1.4億円にとどまる

費用削減だけでは
限界がある

VS

改善の核心



現状整理

本業赤字 ▲4.15億円

補填後赤字 ▲2.30億円

構造的問題 赤字体質は未解消

直面する課題

稼働率向上による入院収益増

地域連携強化による患者確保

人材維持と効率化の両立

赤字幅は圧縮できたが、黒字化には未到達

強化プランの方向性は妥当 スピードと実行力の強化が必要

CONCLUSION

令和6年度の結論



韮崎市立病院運営協議会

当院の現状と取り組み

令和8年2月24日

韮崎市立病院
事務局

第1回協議会資料②
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4つの主要な環境変化

人口減少の本格化

地域全体の医療需要総量が減少フェーズへ

高齢化の進行

疾患構造の変化と複雑化する医療ニーズ

医療人材不足の深刻化

医師・看護師の確保難と採用競争の激化

物価・人件費の上昇

エネルギー価格高騰と賃上げによるコスト増

医療を取り巻く環境は今どう変わっているか



人口構成の推移 (2020年 実績 vs 2025年 推計) 単位: 人

※ 提供データに基づき作成（2025年は推計値）

年少人口の激減(▲16.2%)と高齢化の高止まりにより、地域医療ニーズが大きく変容

総人口の減少

27,503人 ▲5.2%

2020年 29,000人 → 2025年(推計) 27,503人

高齢化率 (65歳以上)

31.0% 高水準

2020年時点ですでに3割超。医療需要の変化が顕著。

生産年齢人口 (15-64歳)

15,817人 ▲6.8%

2020年 16,489人 → 2025年 15,817人

年少人口 (0-14歳)

2,657人 ▲16.2%

2020年 3,132人 → 2025年 2,657人 (減少幅最大)

当地域の人口動向



軽症はクリニックへ

かかりつけ医機能の強化と逆紹介の推進

高度医療は大病院へ

医療機能の集約化と役割分担の明確化

入院日数の短縮

早期退院と在宅・施設への移行促進

機能分化の挟間で、中規模公立病院の立ち位置が難しくなっている

患者

高度急性期病院

高度・特殊医療

診療所・クリニック

軽症・慢性疾患

在宅・施設

療養・介護

早期退院

中規模公立病院
(当院)

患者行動の変化
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深刻化する3つの構造的課題

看護師採用の早期化

競争激化により養成校在学中からの囲い込みが必要

若手人材の都市部集中

キャリア志向の高まりによる地方病院の不人気化

働き方改革の影響

時間外労働の上限規制対応による実質的な労働力不足

CRITICAL 
ISSUE

人材確保は
経営の最重要課題

医療を提供するのは「人」です。
建物や設備がいかに立派でも、スタッフがいな
ければ病院として機能しません。
人材確保は経営の根幹です。

医療人材の確保が困難に
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増収の限界

大幅な増収は期待しにくい
（マイナス改定基調の継続）

加算の重要性

基本診療料だけでなく
各種加算の取得が必須

単価向上の限界

診療単価の引き上げには
制度上の上限がある

これまでの限界

「単価向上」のみによる
収益改善は困難に

今後の重要戦略

患者数確保がより重要に
病床稼働率の向上が収益安定の鍵

診療報酬改定の影響



FY 2026 Policy

「地域に選ばれ、
持続可能な病院へ」

01 急性期医療の維持
救急受入の強化と高度専門医療の提供継続により、地域の生命を守る砦としての機能を堅
持します。

02 地域連携強化
紹介・逆紹介の推進と「顔の見える連携」により、切れ目のない地域完結型医療を実現します
。

03 稼働率向上
入退院支援センターの機能強化と病床管理の適正化により、病床稼働率80%台の安定化を
目指します。

04 人材確保対策
魅力ある職場環境づくりと戦略的な採用活動により、質の高い医療人材を安定的に確保しま
す。

当院の基本方針（今年度）
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４つの具体的アクション

退院調整の迅速化

入院早期からの支援介入で在院日数を適正化

ベッドコントロールの改善

病棟間の柔軟な連携による満床機会の極小化

空床期間の短縮

退院直後の即時受入体制の徹底

MANAGEMENT 
IMPACT

数％の改善が
経営を左右

稼働率は収益に直結する最も感度の高い指標です。
「1日」の重みを全職員で共有し、徹底します。

平均在院日数目標

14.6日

現状

14.0日

目標

病床稼働率向上の取り組み

紹介医療機関との関係強化

定期的な訪問活動と情報共有の徹底
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3つの重点対策と目標

令和８年度採用目標 10名

採用試験の前倒しと早期内定出しによる人材確保

訪問看護学校数 7校

近隣の重点校7校への定期訪問と連携強化

働きやすい環境整備

ワークライフバランスへの配慮と定着支援の強化

KEY 
CHALLENGE

人材確保なくして
経営改善なし

優秀な医療スタッフの確保は、医療の質を維持し
、収益基盤を安定させるための最重要課題です。
「選ばれる病院」への改革を進めます。

看護師確保対策
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速報値による主要指標の推移

経常収支の見込み（速報）

経常損益：▲2.1億円（前年比+0.2億円改善）

稼働率の推移（速報）

病床稼働率：74.2%（目標80%に対し▲5.8pt）

患者数動向（速報）

入院：延べ〇〇人 / 外来：延べ〇〇人

PRELIMINARY 
RESULTS

最新実績に基づく
暫定見通し

赤字幅は縮小傾向にあるものの、目標とする黒字化に
は至っていません。
稼働率の向上が引き続き最大の課題です。

現時点での収支見込み



R7年度は前年度と比較して稼働率・患者数ともに低下傾向にあり、それに伴い経常収支も厳しい状況が続いている。

経常収支見込 12月見込: ▲3,820万円

月 経常収支(千円)

4月 ▲24,394

5月 ▲32,642

6月 ▲30,901

7月 ▲22,030

8月 ▲21,647

9月 ▲22,937

10月 ▲23,793

11月 ▲24,614

12月 ▲38,200

病床稼働率 R6平均: 61.5%

R7平均

54.3%

R6平均

61.5%

前年差

▲7.2pt

月 稼働率(%)

4月 55.1

5月 53.0

6月 52.5

7月 52.9

8月 56.7

9月 55.9

10月 54.0

11月 54.2

12月 54.5

1日平均入院患者数 R6平均: 105.2人

R7平均

92.7人

R6平均

105.2人

前年差

▲12.5人

月 患者数(人)

4月 94.1

5月 90.6

6月 89.7

7月 90.3

8月 96.9

9月 95.6

10月 92.3

11月 92.5

12月 93.1

現時点での収支見込み（R7年度）



救急受入の増加

1,163 件

令和5年度 1,132件

前年比 +31件 (+2.7%)

断らない救急の実践により、地域からの信頼回復の
兆し

入院収益の底支えに貢献

在院日数の短縮

15.3 日

令和5年度 15.6日

短縮 ▲0.3日

入退院支援センターの機能強化により、早期退院調整
が進展

病床回転率の向上に向けた第一歩

その他の成果

質 向上

紹介件数 272件/月 (▲11.1%)

※課題 紹介は減少傾向だが...

カルテ記載漏れ等の是正による返戻減少

多職種連携による加算算定率の向上

POSITIVE SIGNS

小さな変化は見え始めている

改善が進んでいる点



取り組みの成果は見えつつも、
依然として「改善途上」である

継続的な取り組みが必要

稼働率の不足

目標とする80％水準には未達。
病床運営の効率化と

救急・紹介患者の受入強化が必要。

▲ 目標比 -7.4%

人材不足

看護師や専門職の確保が難航。
働き方改革への対応と並行し、

採用競争力の強化が急務。

採用難易度 高

財政依存構造

医業収益のみでの自立に至らず、
繰入金等の支援に依存。

構造的な収益体質の改善が必須。

構造的課題

依然として残る課題



すべての要素を同時に最大化することは困難です。優先順位とバランスについての議論が必要です。

医療の質

高度急性期機能の維持
救急受入体制の充実

市民負担

繰入金の適正化
将来世代への負担軽減

人材確保

医師・看護師の確保
働き方改革への対応

経営の健全性

収支バランスの黒字化
投資余力の確保

どこに
重点を置くべきか

持続可能性のベストバランス

持続可能な病院とは何か



強化プランの背景

人口減少・高齢化等の外部環境変化により、
従来型の病院経営は限界に。
「地域で必要とされる機能」への転換が不可避。

当院の現状

医業収益は改善傾向にあるものの、
依然として構造的な赤字が継続。
稼働率不足と人材確保が最大の課題。

今年度の取り組み

紹介・逆紹介の推進、救急受入の強化により、
地域連携の実績は着実に向上。
小さな改善の積み重ねが成果として表れ始めている。

今後の課題

更なる病床稼働率の向上と、
持続可能な人材確保体制の確立。
財政依存からの脱却に向けた構造改革の加速。

CONFIRMATION 

これらを踏まえ、大きな方向性は妥当か

本日の整理



本日の報告を踏まえ、次回以降深掘りすべき論点

これらのテーマについて、委員の皆様のご意見をいただきたい

地域から見た“選ばれる病院”とは何か

市民は何をもって病院を選ぶのか

紹介しやすい病院とは何か

安心感とは何か

経営改善の“患者数増”と自然につながる

これからの地域医療に何を期待されているか

急性期を守るべきか

在宅との連携を強めるべきか

若い世代にどう見られているか

当院の役割明確化の議論へ

市民にとって“必要な病院規模”とは

何でもできる病院を望むのか

強みを絞るべきか

繰入金とのバランスをどう考えるか

経営と公共性のバランスを市民視点で議論

持続可能な市立病院とはどのような姿か

医療の質、経営の健全性

市民負担、職員確保

これら4要素のバランス

抽象度は高いが、方向性を決める深い議論

次回、さらに議論すべきテーマは何か



○　経営強化プラン（数値目標-実績）

１　医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標

Ｒ６ Ｒ７

目標 実績 増減 目標 実績 実績

（年） （月） （4-3） （年） （月） 4 5 6 7 8 9 10 11 12 計 増減

医療機能 1,000 83 1,163 +163 1,000 83 67 108 76 82 123 76 84 65 65 746 ▲4

750 63 876 +126 750 63 63 65 79 64 61 54 75 38 71 570 +8

36,717 3,060 35,430 ▲1,931 37,361 3,113 3,105 2,673 2,827 3,131 3,037 3,036 3,156 3,006 2,977 26,948 ▲1,073

90 8 252 +152 100 8 21 18 19 22 21 21 20 24 27 193 +118

医療の質 72.5< 72.5 86.8 +14.3 72.5< 72.5 88.9 87.0 88.4 90.0 88.7 86.8 86.0 85.9 83.2 87.2 +14.7

連携の強化など 32.3 32.3 45.1 +11.7 33.4 33.4 44.2 40.2 47.6 53.9 41.2 55.7 60.5 47.6 68.5 50.9 +17.5

243 243 3,272 +572 225 225 209 217 244 304 286 333 311 241 369 2514 +489

10.7 10.7 17.3 +5.7 11.6 11.6 22.4 24.6 19.9 20.2 19.7 16.1 20.6 14.2 19.3 19.6 +8.0

80 80 1,258 +190 89 89 106 133 102 114 137 96 106 72 104 970 +169

その他 10 0.8 9 ▲1 10 0.8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 +0.5

２　経営指標に係る数値目標

Ｒ６ Ｒ７

目標 実績 増減 目標 実績 実績

（年） （月） （4-3） （年） （月） 4 5 6 7 8 9 10 11 12 計 増減

収入確保 45,343 3,779 40,825 ▲5,590 46,415 3,868 2,945 2,946 2,840 2,930 3,135 2,998 3,004 2,777 3,033 26,608 ▲8,101

急性期一般病棟（人） 26,398 2,200 23,499 ▲3,102 26,601 2,217 1,449 1,462 1,447 1,469 1,509 1,406 1,457 1,373 1,503 13,075 ▲6,876

地域包括ケア病棟（人） 11,792 983 9,945 ▲1,965 11,910 993 877 854 838 939 992 976 929 893 871 8,169 ▲764

医療療養病棟（人） 4,679 390 3,314 ▲1,461 4,775 398 289 258 207 188 228 249 244 274 287 2,224 ▲1,357

介護医療院（人） 2,474 206 4,067 +938 3,129 261 330 372 348 334 406 367 374 339 372 3,242 +895

124.2 124.2 111.8 ▲15.4 127.2 127.2 98.2 95.0 94.7 94.5 101.1 99.9 96.9 92.6 97.8 96.8 ▲30.4

急性期一般病棟（人） 72.3 72.3 64.4 ▲8.5 72.9 72.9 48.3 47.2 48.2 47.4 48.7 46.9 47.0 45.8 48.5 47.5 ▲25.4

地域包括ケア病棟（人） 32.3 32.3 27.2 ▲5.4 32.6 32.6 29.2 27.5 27.9 30.3 32.0 32.5 30.0 29.8 28.1 29.7 ▲2.9

医療療養病棟（人） 12.8 12.8 9.1 ▲4.0 13.1 13.1 9.6 8.3 6.9 6.1 7.4 8.3 7.9 9.1 9.3 8.1 ▲5.0

介護医療院（人） 6.8 6.8 11.1 +2.5 8.6 8.6 11.0 12.0 11.6 10.8 13.1 12.2 12.1 11.3 12.0 11.8 +3.2

59,506 4,959 67,969 +8,759 59,210 4,934 5,548 5,431 5,730 5,759 5,479 5,668 6,027 5,224 5,930 50,796 +6,389

245.9 245.9 279.7 +35.0 244.7 244.7 264.2 258.6 272.9 261.8 274.0 298.3 274.0 261.2 296.5 273.1 +28.4

72.6 72.6 65.4 ▲9.0 74.4 74.4 57.4 55.6 55.4 55.3 59.1 58.4 56.7 54.1 57.2 56.6 ▲17.8

急性期一般病棟（％） 73.8 73.8 65.7 ▲8.7 74.4 74.4 49.3 48.1 49.2 48.4 49.7 47.8 48.0 46.7 49.5 48.5 ▲25.9

地域包括ケア病棟（％） 82.8 82.8 69.9 ▲13.8 83.7 83.7 75.0 70.6 71.6 77.7 82.1 83.4 76.8 76.3 72.0 76.2 ▲7.5

医療療養病棟（％） 71.2 71.2 50.4 ▲22.3 72.7 72.7 53.5 46.2 38.3 33.7 40.9 46.1 43.7 50.7 51.4 44.9 ▲27.8

介護医療院（％） 42.4 42.4 69.6 +16.0 53.6 53.6 68.8 75.0 72.5 67.3 81.9 76.5 75.4 70.6 75.0 73.7 +20.1

入院患者単価（円） 34,943 34,943 36,286 +1,618 34,668 34,668 36,072 37,619 38,019 37,045 35,679 36,234 37,964 35,472 37,520 36,846 +2,178

急性期一般病棟（千円） 40.9 40.9 43.7 +2.8 40.9 40.9 45.5 48.9 47.9 45.3 44.6 46.4 49.7 42.4 47.8 46.5 +5.6

地域包括ケア病棟（千円） 31.8 31.8 33.5 +1.7 31.8 31.8 33.9 33.8 35.0 34.8 33.9 33.9 33.4 33.1 34.5 34.0 +2.2

医療療養病棟（千円） 18.9 18.9 17.1 ▲1.8 18.9 18.9 17.7 16.6 16.9 19.6 18.3 16.5 17.5 18.2 19.5 17.9 ▲1.0

介護医療院（千円） 15.3 15.3 16.1 +0.8 15.3 15.3 16.5 16.5 16.5 16.7 16.9 16.9 16.8 16.8 16.8 16.7 +1.4

外来患者単価（円） 11,875 11,875 11,128 ▲747 11,875 11,875 10,940 11,337 11,583 11,144 11,406 11,405 11,069 11,374 10,972 11,244 ▲631

一般病棟平均在院日数（日） <21 21.0 15.3 ▲5.7 <21 21.0 17.0 14.1 14.0 15.2 15.2 15.3 13.7 18.5 14.6 15.3 ▲5.7

４　経営強化プラン対象期間中の収益的収支計画 （千円） （千円）

Ｒ６ Ｒ７

目標 実績 増減 目標 実績 実績

（年） （月） （4-3） （年） （月） 4 5 6 7 8 9 10 11 12 計 増減

医業収益 2,461,890 205,158 2,383,993 ▲107,506 2,491,499 207,625 179,959 182,472 187,327 188,354 188,257 186,923 187,478 173,673 195,612 1,670,056 ▲198,569

入院収益（医療、介護） 1,580,332 131,694 1,456,396 ▲147,847 1,604,243 133,687 105,849 109,230 107,917 108,133 113,325 109,326 107,159 96,843 112,299 970,081 ▲233,101

外来収益（訪問含む。） 706,655 58,888 777,772 +74,639 703,133 58,594 61,922 61,950 67,827 67,799 63,585 65,016 67,888 61,522 68,919 586,428 +59,078

その他医業収益 72,666 6,056 47,588 ▲30,082 77,670 6,473 3,317 2,421 2,712 3,551 2,476 3,710 3,560 6,437 5,523 33,707 ▲24,546

他会計補助・負担金※ 102,237 8,520 102,237 ▲4,216 106,453 8,871 8,871 8,871 8,871 8,871 8,871 8,871 8,871 8,871 8,871 79,840 +0

医業費用 2,693,532 224,461 2,798,945 +68,267 2,730,678 227,557 221,561 232,660 236,625 227,756 227,590 226,817 228,827 215,501 249,508 2,066,846 +18,837

職員給与費 1,256,848 104,737 1,335,343 +68,556 1,266,787 105,566 106,524 106,097 115,268 103,288 104,139 106,514 104,007 97,718 121,786 965,341 +15,251

期末・勤勉手当（法定福利費含む）※ 339,579 28,298 339,579 ▲14,319 353,898 29,492 29,492 29,492 29,492 29,492 29,492 29,492 29,492 29,492 29,492 265,424 +0

材料費 441,326 36,777 463,746 +12,797 450,949 37,579 33,324 38,245 35,626 37,235 35,149 32,618 38,635 30,161 39,970 320,963 ▲17,249

減価償却費※ 159,701 13,308 159,701 ▲3,265 162,966 13,581 13,581 13,581 13,581 13,581 13,581 13,581 13,581 13,581 13,581 122,225 +0

経費 474,818 39,568 481,035 +5,702 475,333 39,611 37,171 43,630 41,204 42,544 43,738 42,757 41,617 42,801 43,270 378,732 +22,232

研究研修費 5,012 418 3,293 ▲1,719 5,012 418 159 305 144 306 181 545 185 438 99 2,362 ▲1,397

長期前払消費税償却※ 12,583 1,049 12,583 +515 12,068 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 9,051 +0

資産減耗費※ 3,665 305 3,665 +0 3,665 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 2,749 +0

医業損益 ▲231,642 ▲19,304 ▲414,952 ▲175,773 ▲239,179 ▲19,932 ▲41,602 ▲50,188 ▲49,298 ▲39,402 ▲39,333 ▲39,894 ▲41,349 ▲41,828 ▲53,896 ▲396,790 ▲217,406

医業外損益 211,425 17,619 185,220 ▲31,170 216,390 18,033 17,208 17,546 18,397 17,372 17,686 16,957 17,556 17,214 15,696 155,628 ▲6,664

医業外収益 32,014 2,668 20,868 ▲10,699 31,567 2,631 969 1,302 2,155 1,146 1,443 1,301 1,337 970 1,125 11,748 ▲11,927

他会計補助・負担金※ 186,956 15,580 186,956 ▲39,264 226,220 18,852 18,852 18,852 18,852 18,852 18,852 18,852 18,852 18,852 18,852 169,665 +0

県補助金※ 16,448 1,371 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0

長期前受戻入※ 78,535 6,545 78,535 +17,404 61,131 5,094 5,094 5,094 5,094 5,094 5,094 5,094 5,094 5,094 5,094 45,848 +0

医業外費用 11,531 961 10,142 ▲2,386 11,528 961 124 119 121 137 120 707 144 119 1,792 3,383 ▲5,263

その他雑損失※ 90,997 7,583 90,997 +997 91,000 7,583 7,583 7,583 7,583 7,583 7,583 7,583 7,583 7,583 7,583 68,250 +0

経常損益 ▲20,217 ▲1,685 ▲229,732 ▲206,943 ▲22,789 ▲1,899 ▲24,394 ▲32,642 ▲30,901 ▲22,030 ▲21,647 ▲22,937 ▲23,793 ▲24,614 ▲38,200 ▲241,162 ▲224,070

病院の目標項目

延入院患者数（人)

１日あたり入院患者数（人)

延外来患者数（人）

１日あたり外来患者数（人）

全病床稼働率（％）

病院の目標項目

病院の目標項目

救急搬送件数（件/年）

手術件数（件/年）

リハビリ実施単位数（単位/年）

延訪問看護患者数（人/年）

地域包括ケア在宅復帰率（％）

紹介率（％）

紹介件数（件/月）

逆紹介率（％）

逆紹介件数（件/月）

臨床研修医受入数（人/年）



経営強化プランの目標達成に向けた具体的な取り組み

取り組み内容 令和6年度の取り組み状況 令和7年度の取り組み状況

＜取組Ａ＞
地域包括ケア病棟における在院日数の適正化

地域包括ケア病棟の入院経路や疾病の傾向、在院日数を分
析し、効率的な地域包括ケア病棟の運用を目指します。

地域包括ケア病棟の入院料は、診療報酬の改定により逓減性が導
入され、これまで60日間一律だった入院料が、40日までは点数
アップ、41日以降は点数が減となりました。また、救急受入、早
期退院に向けたリハビリ、栄養管理、在宅復帰率などの機能を包
括的に提供できるよう、ベッドコントロール会議での調整をはじ
め各科で連携し、在院日数の最適化に努めています。

地域包括ケア病棟の効率的な運用を図るため、早期からのリハビリ介入を積極的に実施し、
在宅復帰への移行を促進いたしました。また、退院前カンファレンスを従来より早期に実施
することで、退院支援の方向性を明確にし、在院日数の最適化につなげております。
さらに、入院時点からケアマネジャー等の関係機関と連携を図り、退院先の早期決定に努め
ました。多職種間での情報共有を強化することにより、地域包括ケア病棟の役割である円滑
な在宅復帰支援の機能向上を図っております。
今後も入院経路や疾病傾向を分析しながら、効率的かつ質の高い病棟運営に努めてまいりま
す。

＜取組Ｂ＞
地域連携の強化による紹介入院患者の増加

入院患者数増加に向けて、医療機関・介護施設等との連携
強化を行います。
特に入院に繋がる紹介患者の増加を目指して、紹介患者受
入はもちろん、安心して当院で入院治療ができるように体
制を整えます。

地域医療連携室を窓口に、地域の医療・介護機関等と連携し、か
かりつけ医機能を中心とした日常的な医療をもとに、必要に応じ
て専門的で高度な医療が受けられるよう、退院後の患者フォロー
や平時の患者紹介はもとより、入院、救急患者等への対応の充実
や体制づくりに努めています。

紹介入院患者の増加に向け、地域医療連携室を中心とした連携体制の強化に加え、医師自ら
が他医療機関へ積極的に足を運び、当院の診療機能を直接発信していくことの重要性を院内
で共有いたしました。
具体的には、他院で診療を担当している医師が、その医療機関では対応が困難な内視鏡処置
等を当院へ紹介し、専門的治療を実施するなどの取組みが行われております。こうした症例
は高い診療実績にもつながっており、紹介連携の有効性を改めて認識する機会となりまし
た。
今後は、このような個別の取組みを組織的な連携強化へと発展させる方策を検討し、地域の
医療機関・介護施設等から安心して紹介いただける体制づくりを一層推進してまいります。

＜取組Ｃ＞
転院等患者の病棟選定基準の策定

急性期～慢性期の病床、介護医療院を併せ持つため、効果
的な医療ケア、かつ経営的にメリットのある入院から適切
に院内転棟するルールを作成して、運用しながらの改善に
取り組みます。

病棟間の情報共有やベッドコントロールなどにより、効果的な医
療ケア・経営的にメリットのある院内転棟を図るための各種要件
を検証し、総合的な判断のうえで転棟を決定するなど、入院単価
および増収に努めています。

効果的な医療提供と経営面での最適化を図るため、医療区分の高い患者や退院調整が難航し
ている患者を抽出し、処置内容や疾患状況を踏まえた区分の検討および試算を行いました。
そのうえで、病棟の稼働率向上を見据え、看取り患者を除き、適切な病棟への転棟を働きか
ける運用を進めております。
また、医療区分の低い患者については、介護医療院への転棟を行うなど、医療と介護の機能
分担を意識した病床運用に努めました。急性期から慢性期、介護医療院までを有する当院の
特性を活かし、引き続き適切な院内転棟ルールの改善と運用の精度向上に取り組んでまいり
ます。

＜取組Ｄ＞
６Ｆ病棟の運用の早期安定化

令和６年４月に介護療養病床から、介護医療院へ転換する
ことに伴って、６階病棟の運用を変更する必要があります
が、院内転棟の基準を整備し、６階病棟の早期安定化を目
指します。

令和６年４月から介護療養病床（16床）を、介護医療院へ転換し
て運用していますが、基本的には、在院の患者さんを介護医療院
への入所という形で移行しています。また、療養病床（18床）の
安定的な稼働の確保については、各種情報共有やベッドコント
ロールなどによる運用に努めています。

診療報酬改定の影響により、療養病床への転棟要件が厳格化され、療養病床の患者数が減少
する状況となりました。一方で、介護医療院への入所ニーズが高いことが明らかとなり、病
床機能の再整理が必要であると判断いたしました。
このため、療養病床4床を介護医療院へ転換する方針を固め、運用の見直しに向けた準備を
進めております。実施にあたっては、地域の介護保険事業計画との整合や関係機関との調整
が必要であることから、一定の期間を要する見込みですが、法令改正等の動向も踏まえなが
ら手続きを進めてまいります。
引き続き、医療と介護の機能分担を明確にし、6階病棟の安定的な運用確立を目指してまい
ります。

入
院
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組



経営強化プランの目標達成に向けた具体的な取り組み

取り組み内容 令和6年度の取り組み状況 令和7年度の取り組み状況

＜取組Ｅ＞
急性期病棟から転棟する基準の整理

急性期病棟から他病棟へ転棟する際の基準を整理し、急性
期病床の在院日数最適化を目指します。急性期病棟から適
切な日数で、地域包括ケア病棟等に転棟することにより、
入院患者単価の引き上げを狙います。

当院が算定している急性期一般の入院料４では、平均在院日数が
21日、在宅復帰率は70％以上などの各種要件を満たす必要があり
ますが、病棟間の情報共有やベッドコントロールなどにより、総
合的な判断のうえで転棟を決定するなど、入院単価および増収に
努めています。

急性期一般入院料４の要件である平均在院日数21日以内および在宅復帰率70％以上の維持を
踏まえ、週1回開催しているベッドコントロール会議において、在院21日目以降の患者を対
象に転棟の可否を検討する運用を強化いたしました。
具体的には、地域包括ケア病棟（5階）へ転棟した場合の診療報酬上の差額を提示し、経営
面での効果を可視化することで、早期転棟への意識付けを図っております（内科および整形
外科は31日以上を対象）。診療上の必要性を前提としつつ、病棟間の調整をより戦略的に行
う体制を整えました。
引き続き、医療の質を確保しながら、急性期病床の在院日数の最適化と入院単価の向上に努
めてまいります。

＜取組Ｆ＞
新しい施設基準の届出

施設基準の新規届出による、患者単価向上を狙います。
入院患者の傾向や看護職員配置数等を踏まえ、適切な施設
基準の届出を行います。

本年度の診療報酬改定や適時適切な患者や職員等の状況を捉え、
新規または上位の施設基準の取得に向けた検証を行い、患者単価
の向上を図るため、新規・更新・変更の届出を随時行っていま
す。
＜・感染対策向上加算　・地域包括ケア病棟入院料２　・後発医
薬品使用体制加算３　・ベースアップ評価料　他＞

診療報酬制度や人員配置の状況を踏まえ、患者単価の向上に資する施設基準の適切な届出対
応を行いました。人員の増減に伴い、医師事務補助体制加算の届出内容を随時見直し、適正
な算定体制を維持しております。
また、後発医薬品の使用率の変動に応じた加算区分の変更に対応するとともに、新たに看護
職員夜間配置加算の届出を行い、算定体制を整備いたしました。さらに、ベースアップ評価
料についても実態に即した見直しを実施しております。
引き続き、入院患者の傾向や職員配置状況を的確に把握しながら、適時適切な施設基準の取
得・変更により収益確保に努めてまいります。

＜取組Ｇ＞
診療報酬の精査（指導料の算定率向上等）

診療行為の算定漏れの点検や、新たに算定可能な項目の洗
い出しを行い、適切な診療報酬請求を行うことで、患者単
価向上を目指します。

診療報酬改定に対する研修会を開催することで知識とスキルを高
めるとともに、診療報酬審査委員会を毎月開催するなど、新たに
算定可能な項目の洗い出し、算定漏れ・算定誤りの無いよう職員
間でのチェック機能の徹底に努めています。なお、令和６年度か
ら算定している生活習慣病管理料２（月1回333点）、ベースアッ
プ評価料（入院：月72点、外来：初診6点・再診2点）等は患者単
価の向上に繋がっています。

算定漏れの防止および算定率向上に向け、届出済でありながら十分に算定できていなかった
「がん性疼痛緩和指導管理料」について、運用体制を整備し、実際の算定へと結び付けまし
た。
また、「二次性骨折予防継続管理料」については、対象患者数と算定件数に乖離があること
が判明したため、保険診療審査委員会と医事担当が連携し、算定基準の再確認および対象患
者の抽出方法を見直しました。その結果、算定件数の向上が図られております。
さらに、算定委託事業者と入院算定内容の見直しを行い、請求漏れの減少にも努めました。
引き続き、適切かつ確実な診療報酬請求により患者単価の向上を目指してまいります。

＜取組Ｈ＞
診療報酬改定対応

診療報酬改定は定期的に行われ、施設基準や診療報酬が改
定されます。
診療報酬改定時は、変更となる項目を洗い出し、影響の分
析や評価等を行います。

2年毎に実施される診療報酬の改定に対しては、研修会の開催や情
報共有を図る中で、診療情報管理士を中心に、変更項目の洗い出
し、影響等を踏まえた対応に努めています。

診療報酬の個別改定が示された項目については、その内容を精査し、当院への影響を検討し
たうえで、必要な対応策の整理を進めました。関係部署間で情報共有を行い、算定体制や運
用方法の見直しについて随時検討しております。
また、令和8年1月より経営改善に係るコンサルタント事業者が参画したことから、今後の改
定動向についても情報共有を図りながら、影響分析および対応方針の検討を行ってまいりま
す。引き続き、改定内容を的確に把握し、収益確保につながる体制整備に努めてまいりま
す。

そ
の
他

＜取組Ｉ＞
未収金管理・対策

入院費用の未収金発生対策として、連帯保証人不要サービ
スを導入しておりますが、より、未収金の発生リスクを減
らすために、未収金の発生原因の調査を行い、原因に応じ
た対策を行います。

令和5年10月から、賃貸保証会社との提携による入院時の連帯保証
人不要サービスを導入しており、当サービスを利用した入院患者1
人当たりの一定額（500千円）・一定期間（3ヶ月間）の未収金の
発生が抑制されています。
医業未収金としては、入院・外来診療費などになりますが、入院
費における未収金回収目標を3ヶ月後：95％、外来診療費における
未収金回収率を3ヶ月後：90％に目標値を掲げ、いずれも目標値を
上回る回収率という状況です。

入院費用に係る未収金対策として導入している連帯保証人不要サービスについて、令和7年
度は院内での周知を強化し、加入率を入院患者の20％台まで引き上げました。その結果、入
院に係る未収患者は数名程度に抑えられるなど、未収金の発生抑制に一定の効果が見られて
おります。
一方で、外来における少額未収については件数が依然として多いことから、新たな対応策と
してショートメッセージを活用した督促の実施検討を開始いたしました。入院未収の改善を
維持しつつ、外来未収対策の強化により、未収金全体の縮減を目指してまいります。
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経営強化プランの目標達成に向けた具体的な取り組み

取り組み内容 令和6年度の取り組み状況 令和7年度の取り組み状況

職
員
給
与
費
の
適
正
化

＜取組Ａ＞
職員給与費の適正化

内部環境分析の結果や病棟の稼働状況、施設基準等を踏ま
えた、最適な職員配置を目指します。また、働き方改革を
推進するために、日常的な業務の進め方を見直し、業務の
効率化や負担軽減を図ります。
なお、職員配置の最適化は削減を前提としておらず、状況
に応じて必要な職種の採用を行います。

職員給与費は、人事院勧告に準じた給与改定およびベースアッ
プ、会計年度任用職員への期末手当の支給開始などが影響するな
ど、増加しています。本年度の診療報酬改定で創設されたベース
アップ評価料では、大半の自治体病院が給与増を賄い切れていま
せん。また、看護師の退職増により、最適な職員配置の確保にも
苦慮している状況です。
医業収益、特に入院収益の増収には看護師等のマンパワーは必要
不可欠です。職員の働き方改革を進めるうえでも必要な職種の人
員確保には引き続き努めていく必要があります。

令和7年度においても、人事院勧告に準じた給与改定によりベースアップが実施され、職員
給与費は増加しております。人材確保が厳しい医療環境において、処遇改善は必要な措置で
あり、一定の費用増は避けられない状況です。
一方で、看護師の給与水準が向上したことにより、採用面での魅力向上が期待されます。今
後は看護師等の人員確保を進め、入院患者数の増加による医業収益の向上を図ることで、職
員給与費の相対的な費用割合の改善を目指してまいります。
引き続き、病棟稼働状況や施設基準を踏まえた適正配置を行いながら、働き方改革と経営の
両立に努めてまいります。

＜取組Ｂ＞
後発医薬品の使用促進

経営指標に係る数値目標として、後発医薬品率80％以上を
設定しています。後発医薬品調剤体制加算を維持するため
にも、後発医薬品の使用状況をモニタリングし、必要に応
じて後発医薬品への切り替えを推進します。

後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制などの情報を収集・評
価したうえで、後発医薬品の使用率は、平均で84％以上を確保し
ていることから、入院患者に対して算定できる当該体制加算の類
上げに向けて、薬局を中心に、引き続き対応していきます。

後発医薬品率80％以上の目標達成および後発医薬品調剤体制加算の維持に向け、引き続き使
用状況のモニタリングと適切な切替えを推進いたしました。
令和7年度においては、直近の実績で令和7年11月92.78％、12月88.54％、令和8年1月
89.04％と、いずれも目標値を上回る水準で推移しております。薬局を中心に、品質・安全
性・供給体制を踏まえたうえで積極的に後発医薬品への切替えを進めた成果と捉えておりま
す。
今後も安定供給や安全性の確保に十分留意しつつ、加算の維持および収益確保に資する取組
みを継続してまいります。

＜取組Ｃ＞
薬剤・医療材料等の購入価格の適正化

昨今の物価高騰等の影響により、材料費も高騰することが
見込まれています。高騰する材料費を抑制するために、外
部のベンチマーク等を用いて比較・検討を行います。

当院では、入札や見積合わせにより、各種診療材料などの購入を
決定していますが、自院の診療材料の購入価格を客観的に捉え、
今後の診療材料の適正な管理、購入価格の削減に活かすため、ベ
ンチマーク（比較・評価値）による分析を行うための準備を進め
ています。

物価高騰の影響により、薬剤および医療材料費の上昇が続いており、購入価格の適正化は重
要な経営課題となっております。当院では入札や見積合わせにより価格決定を行っておりま
すが、より客観的な価格把握を目的として、外部ベンチマークの活用やSPD導入について検
討を進めるため、令和7年度は院内で複数回における検討を行いましたが、費用対効果や運
用体制の整理に時間を要し、業者選定には至りませんでした。一方で、令和8年1月より経営
コンサルタントを導入しており、今後は外部専門家の視点も活用しながら、材料価格の分析
や調達体制の見直しを具体化していく予定であります。
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経営強化プランの目標達成に向けた具体的な取り組み

取り組み内容 令和6年度の取り組み状況 令和7年度の取り組み状況

＜取組Ｄ＞
委託費の見直し

委託費用も上昇傾向にあることから、抑制に向けた取り組
みを行います。
委託業務の仕様見直しや価格交渉を行うことにより、委託
費用の適正化を目指します。

業務委託においても、入札や見積合わせにより業者選定を行って
いますが、人件費、物価の高騰により経費は増加傾向にありま
す。このような中でも、現行契約の内容精査、該当部署のヒアリ
ングによる現状把握と、既存業者との折衝（見積・提案依頼）を
行い、継続・切替等を判断し、最も効果・効率的な委託業務の推
進に努めています。

委託費については、入札や見積合わせにより業者選定を行っていますが、本年度も人件費、
物価の高騰により経費は増加傾向にあります。前年度と同様に現行契約の内容精査、該当部
署からのヒアリングによる現状把握や既存業者との折衝（見積・提案依頼）を行い、継続・
切替等を判断し、最も効果・効率的な委託業務の推進に継続的に努めています。

＜取組Ｅ＞
節電等による光熱費の抑制

昨今高騰している光熱費を抑制するため、院内全体で節電
に向けた取り組みを実施します。

高騰が続く電気料金の抑制にあっては、職員一人ひとりが院内の
不要な照明の消灯に努め、また、契約担当では、電力供給会社と
の価格交渉により、単価抑制を図ることでの経費削減に取り組ん
でいます。
また、本年度は、院内照明のＬＥＤ化に向けた調査に着手しまし
た。

光熱費高騰が継続する中、令和7年度も職員一人ひとりが節電意識を共有し、不要照明の消
灯や空調設定の適正化など、日常的な取組みを継続いたしました。部署間での声掛けを行
い、院内全体で節電行動の定着を図っております。
また、老朽化していた空調設備の更新を実施するとともに、院内照明のLED化工事を順次進
め、設備面からの省エネルギー化を推進いたしました。これらの取組みにより、電力使用量
の抑制と中長期的な光熱費削減につなげております。
引き続き、運用面と設備面の両面から光熱費の抑制に努めてまいります。

＜取組Ｆ＞
医療機器等の保守費用の適正化

医療機器の保守費用を、外部アドバイザー等を活用して見
直します。必要に応じて保守契約の切り替えを行い、保守
費用の抑制に努めます。

高額医療機器の保守費用に関する外部アドバイザーとの提携によ
り、保守形態や運用改善により、1,448千円の削減効果が得られま
した。老朽化が著しい設備や高額医療機器の延命化を図るととも
に、引き続き、適正な維持管理に努めていきます。

令和7年度においても、高額医療機器の保守費用について外部アドバイザーと連携し、保守
契約内容や点検体制の精査を継続いたしました。契約条件の見直しや保守範囲の適正化を図
ることで、必要最小限の費用で維持管理が行える体制の確保に努めております。
また、医療機器の更新に際しては、導入時の価格のみならず、保守契約を含めたライフサイ
クルコスト全体を見据えた検討を行い、将来的な負担抑制につながる調整を実施いたしまし
た。
引き続き、安全性と安定稼働を確保しながら、保守費用の適正化に取り組んでまいります。
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経営強化プランの目標達成に向けた具体的な取り組み

取り組み内容 令和6年度の取り組み状況 令和7年度の取り組み状況

＜取組Ａ＞
山梨大学医局との連携の強化による医師確保の推進

当院の常勤医師は、山梨大学の医局派遣が中心となってお
ります。前プランから取り組んでいる、医局訪問等を継続
することで、医師の確保に努めます。

本年度は、山梨大学医局からの要請により、小児科の常勤医2名が
非常勤となったことにより、小児の入院受入れが不可能となりま
したが、整形外科の常勤医が1名増となったことから、整形外科の
外来・手術件数は増加傾向にあります。常勤医の安定的な確保
と、外来診療体制の充実のためにも、引き続き、市長と院長によ
る医局訪問は継続しています。

令和7年度は、長年勤務されていた外科常勤医師が急遽退職されたことを受け、診療体制の
維持を最優先に大学医局へ人員補充に向け、要望を行いました。また、小児科については常
勤医不在が継続していることから、入院機能の再開を見据え、引き続き常勤化に向けた要望
を行っております。
診療体制の強化に向け、大学医局との協議の結果、令和8年7月より泌尿器科医師2名を新た
に迎え入れることが決定いたしました。今後も医局訪問等を継続し、診療体制の安定化と診
療機能の充実に努めてまいります。

＜取組Ｂ＞
看護学校等の連携強化による看護師確保の推進

看護職員不足に対応するため、看護学校等との連携を強化
することで、看護師の確保を狙います。今後も積極的に、
大学の看護学部や専門学校への訪問、看護協会の主催する
就職ガイダンスに参加します。

看護師不足という喫緊の課題に対応するため、看護学校等への訪
問や就職ガイダンスへの参加を積極的に行うとともに、インター
ンシップの受入れ態勢も図るなど、看護人材の確保に努めていま
す。また、ホームページやハローワークなどへの求人の他、看護
師募集案内（パンフレット）を一新するなど、明るく、より働き
やすく、働き甲斐のある職場のＰＲに努めています。

看護職員不足への対応として、令和7年度は県内7校への学校訪問を6月に実施し、さらに令
和8年1月にはそのうち4校を再訪問するなど、継続的な関係構築に努めました。各校に対し
当院の教育体制や勤務環境の特徴を説明し、早期からの情報提供を行っております。
また、他院の採用試験時期が早期化している状況を踏まえ、市と協議の上、従来9月に実施
していた採用試験を4月実施へと変更いたしました。現在は新たな日程での受験者募集を
行っており、早期段階での人材確保を目指しております。
引き続き、学校訪問や採用時期の見直しなど、実効性のある取り組みを通じて看護師の安定
確保に努めてまいります。

＜取組Ｃ＞
認定看護師等の専門人材の育成

認定看護師増加による、患者単価向上やタスクシフト・
シェアの推進を狙います。経営状況等を勘案し、取得する
認定看護師の分野を決定し、予算化を行います。

現在、７名の認定看護師が活躍し、熟練した専門的知識と技術を
ベースに患者個々のＱＯＬを尊重した支援に努めています。ま
た、看護師や患者、家族などからの相談には、適切な助言・教
育・指導が行えるようスキルアップを図っています。今後は、中
堅職員に将来を見据えた、専門的知識の習得支援を推進していき
ます。

認定看護師の増員には至りませんでしたが、専門性の向上と看護実践力の底上げを目的とし
て、看護師の技術向上を支援する学習ツールを新たに導入することを決定いたしました。日
常業務の中で継続的に学習できる環境を整備し、基礎力の強化を図っております。
また、院外研修への参加を積極的に促進し、ファーストレベルの研修への参加など、専門的
知識や最新の医療動向を学ぶ機会を確保しました。認定取得には一定の時間を要しますが、
将来的な専門人材育成を見据え、段階的なスキル向上に取り組んでおります。
今後も経営状況を踏まえながら、取得分野の検討と計画的な人材育成を進めてまいります。
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経営強化プランの目標達成に向けた具体的な取り組み

取り組み内容 令和6年度の取り組み状況 令和7年度の取り組み状況

＜取組Ｄ＞
業務の効率化に資するICT関連商品・サービスの導入を検
討

医療業界もデジタル化が推し進められており、医療業界向
けのＩＣＴ関連商品の開発が行われていることから、定期
的に情報収集を行い、導入の可否を検討します。

電子カルテシステム（電カル）の更新期〔令和8年度〕に向けて、
現行システムの更新準備として、情報収集や既存ベンダーとの打
合せを開始しました。医療におけるＩＣＴ化で要となる電カルの
最適化を図ることで、業務の効率化・スタッフの負担軽減・診療
や検査等のスピードアップ、ひいては患者対応の時短にも繋がり
ます。また、マイナンバーカードの保険証利用の向上にあって
は、当年度4月から受付にコンシェルジュを配置して普及促進を
図っています。引き続き、費用面・安全面・業務の効率化等々、
様々な視点からあらゆるサービスの導入の可否について検討して
いきます。

電子カルテシステムの令和8年度更新に向け、令和7年度は院内検討会議を実施し、更新内容
の整理や導入スケジュールの確認を行うとともに、実施に向けた予算化を進めました。円滑
な更新を実現するための体制整備を図っております。
また、院内の入退室管理をカード化し、勤務管理の電子化を実施いたしました。これによ
り、勤怠管理の効率化と管理精度の向上を図っております。
引き続き、費用対効果や安全性、業務効率化の観点からICT関連サービスの情報収集を行
い、導入の可否を検討してまいります。

＜取組Ｅ＞
患者サービスの向上に向けた取り組み

患者や病院利用者だけでなく、職員からも患者サービス向
上に向けた要望や意見の収集を行います。集まった要望な
どの意見は、随時検討し、実施できるものは院内や市役所
当局のコンセンサスを経て、早期に実施、実行していきま
す。

患者サービスの向上、職員の負担軽減に向けた取組みとして、床
頭台の更新をプロポーザルにて決定しました。従前の床頭台に無
かった小型冷蔵庫、鍵付きの引き出しを備えた仕様に更新するこ
とで、患者の私物・貴重品管理等における利便性の向上と、職員
の負担軽減が図られることとなります。また、施設の老朽化に伴
う修繕要望などには、予算と優先順位を鑑みて順次対応していま
す。

令和7年4月より床頭台の更新しました。また、数年来の懸案事項であった入院セットのレン
タルサービスについて検討を重ね、令和8年4月からの導入を決定いたしました。入院準備の
負担軽減と利便性向上を図ることができました。
また、入院時のテレビ放送については、令和8年度より地上波に加えBS放送の配信を開始す
ることとし、入院生活の快適性向上を図ります。あわせて、病棟のコインランドリーについ
ても令和8年2月に増設いたしました。
さらに、外来サービス向上の一環として、外来待合に設置しているテレビを令和8年3月に大
型化することといたしました。今後も患者や利用者の声を踏まえ、快適で安心できる療養・
受診環境の整備に努めてまいります。

＜取組Ｆ＞
病院経営に係る人材育成・マネジメント体制の強化

本プランに設定されている、各種目標を達成するために、
目標管理を行います。全職員が目標達成に向けた行動がで
きるよう、本プランの内容の周知等を行います。

当プランの指標に対する進捗状況は、毎月第4金曜日に開催する
「病院管理運営会議」の資料に掲載し、会議内で報告するととも
に、各所属長から全職員への周知を促しています。また、全職員
が目標値との比較・検証を可視化することで、取組みに対する組
織力の底上げと意識の向上に努めています。

本プランの進捗状況については、引き続き毎月開催する「病院管理運営会議」において共有
し、各所属長を通じて全職員への周知を図りました。目標値との比較を継続的に行い、組織
全体で課題を認識する体制を維持しております。
また、院内において経営研修会を2回開催し、病院の経営状況や課題を職員と共有する機会
を設けました。全職員が経営意識を持ち、目標達成に向けた行動につなげることを目的とし
ております。
さらに、抜本的な経営改善を図るため、令和8年1月より1年間、コンサルタント会社による
分析および助言を受ける体制を構築いたしました。外部専門家の視点を活用し、プランの早
期実現を目指してまいります。
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